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▶ POINT 

❶ 内部通報制度は、経営上のリスクを早期に発見・是正し、企業の自浄作用を機能させ

るためのインフラです。利用しやすい通報窓口の複数設置や、継続的な社内アナウン

スなど、制度を形骸化させない取り組みが重要です。 

❷ 通報者保護のための秘密保持の徹底などの仕組みが制度への信頼を左右します。 

❸ 2026 年 12 月に施行される改正公益通報者保護法を踏まえて、「体制整備・周知義務

の強化」、「通報者探索の禁止」、「立証責任の転換」等の要素を反映した内部規程や

運用が必要です。 

 

１ はじめに 

内部通報制度は、企業の不祥事を未然に防ぎコンプライアンス経営を推進するための重要

なリスク管理手法です。本稿では、改正公益通報者保護法（以下「改正法」といいます。）が

2026 年 12 月 1 日に施行されることを踏まえつつ、ハラスメントの通報・相談への対応を含む内

部通報制度の全体の実務的な構築・運用のポイントを解説します。 

 

２ 公益通報との関係 

⑴ 公益通報とは 

公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法令違反行為について、



 
 

労働者等が公益のために通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いを受けないよう保護する

法律です。 

公益通報として保護される対象事実（通報対象事実）は、国民の生命、身体、財産等の保護

に関わる法律1に違反する犯罪行為、または最終的に刑罰等につながる行為等に限定されてい

ます。 

保護の対象となる「公益通報者」には、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト、派

遣労働者などの労働者が含まれます。また、退職後１年以内の退職者や、法人の役員も含ま

れます。さらに、改正法により、フリーランス（特定受託業務従事者）および業務委託関係が終

了して 1 年以内のフリーランスが新たに対象者として追加され、業務委託先を含めた広範な通

報者保護が図られることとなりました。 

 

⑵ 公益通報が保護されるための要件 

通報内容が法律で保護される公益通報に該当し、通報者が法的な保護（解雇等の無効、不

利益取扱いの禁止等）を受けるためには、通報対象事実が前記の法律違反であることに加え、

通報先ごとに定められた以下の要件を充足する必要があります2。 

① 役務提供先への通報（内部公益通報、1 号通報） 

通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていると「思料する」こと 

② 行政機関への通報（外部通報、2 号通報） 

上記の内部への通報の要件に加え、通報対象事実について「真実相当性」（真実であると

信ずるに足りる相当の理由）があること、または、法定の事項を記載した書面を提出して通報

したこと等 

③ 報道機関、消費者団体等（被害の発生または拡大の防止に必要と認められる者）への通

報（外部通報、3 号通報） 

上記の真実相当性に加え、一定の事由（役務提供先等に通報すれば不利益な取扱いを

受けると信ずるに足りる相当の理由がある、証拠隠滅のおそれがある等）に該当すること 

 

⑶ 公益通報と内部通報の関係 

前述のとおり、公益通報者保護法における通報対象事実は、国民の生命、身体、財産の保

護に関わる特定の法律に違反する行為に限られています。しかし、実務的には、企業の内部通

報の窓口で取り扱う対象は、公益通報に限らず、法令や社内ルールに違反する行為全般を含

むことが通常ですし、通報内容のうち相当数を、職場環境を害する行為（セクハラ・パワハラとい

ったハラスメント行為等）に関する通報が占めていることも珍しくないと思われます。企業がコン

プライアンス上のリスクを早期に発見・是正するためには、公益通報に該当しない通報であって

も、調査等の対応の対象とすることが適切です。 

 
1 2026 年 1 月現在、通報対象となる法律として 506 本の法律が指定されています。消費者庁 HP「公

益通報者保護法において通報の対象となる法律について」

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_syste

m/overview/subject/）等参照。 
2 役員の場合には、保護されるための要件が異なります。 



 
 

 

３ 体制の整備 

⑴ 体制整備義務 

改正法では、常時使用する労働者数が３００人超の事業者においては、公益通報に適切に

対応するための体制整備と公益通報対応業務従事者（以下「従事者」といいます。）の指定が

法的義務（同労働者数が３００人以下の事業者においては努力義務）とされています。 

体制整備にあたっては、社内規程を制定し、通報の受付から調査の開始の有無に関する判

断、調査、是正措置に至るまでの一連の業務フローを明確に定めておくとともに、法律上重い守

秘義務を負うことになる従事者に関しても定めることになります。 

 

⑵ 通報窓口 

通報を受け付ける社内窓口は、内部統制の統括部門・法務・コンプライアンス部門、総務部

門、人事部門、監査部門等に設置されることが多いようです。社内の役職員が内部通報を利用

しやすくするためには、複数の窓口を設置することが有用です。通報先の選択肢が社内の一つ

の部署に限定されている場合、心理的ハードルから通報がためらわれることがあります。 

さらに、社内窓口に加えて、匿名性を確保しやすく社内事情に左右されにくい外部窓口（法律

事務所等）を設置することが推奨されます。 

実際の通報においても匿名での通報が選択されるケースは珍しくなく、匿名通報であっても原

則として受け付ける体制を設計することが妥当です。 

 

⑶ グループ内部通報体制の構築 

子会社や関連会社で企業不祥事が発生し、グループ全体の企業価値を毀損する場合が少

なからずあります。グループ全体でのコンプライアンスの取り組みのために、グループ共通の窓

口を親会社等に設置する方法も有効です。 

 

⑷ 社内教育と経営トップによるアナウンス 

「内部通報は企業を守るための正当な行為である」とのメッセージを、経営トップ自らが継続

的に発信することが制度への信頼を生みます。改正法では、事業者が労働者等に対して通報

窓口その他の公益通報対応体制を「周知する義務」が法律上明記されています。ポスターの掲

示、イントラネットの活用、定期的な社内研修など、全社的な周知活動を行い、制度の存在と利

用方法を浸透させることが求められます。 

 

４ 通報者保護、適切な調査等 

⑴ 通報者を特定する事項の範囲外共有の禁止、通報者の探索の禁止等 

通報者が最も懸念するのは、自分が通報したことが周囲に知られ、不利益を受けることです。

そのため、通報者を特定させる情報の共有は、調査等に必要な最小限の範囲に限定しなけれ

ばなりません。同情報の範囲外共有は公益通報者保護法において厳しく禁止されており、関連



 
 

書類の厳重な保管やアクセス制限などの情報管理のセキュリティ体制を構築する取り組みが重

要です。 

改正法では、正当な理由なく通報者を特定しようとする「通報者探索（通報者捜し）」自体が

禁止されます。通報者を探す行為をしてはならないことについて、社内で周知徹底する必要があ

ります。 

正当な理由なく「通報しない旨の合意」を求めたり、通報による不利益をあらかじめ告げたり

する等、公益通報を妨害する行為も禁止され、これに違反する合意は無効となります。 

 

⑵ 適切な調査対応と利益相反の排除 

通報対象事実に関係する役職員を調査・是正業務に関与させない措置を講じ、中立性と公

平性を確保します。通報内容に経営幹部が関係する事案では、監査役や社外役員が対応フロ

ーに関与するなど、経営幹部から影響を受けにくい仕組みを整備しておくことが望まれます。 

 

⑶ 適切なフィードバックの実施 

調査の開始の有無、調査結果、是正措置等について、適正な業務遂行や利害関係人のプラ

イバシー保護に支障のない範囲で、通報者へ通知（フィードバック）を行う必要があります。会社

からの報告がなければ通報者は不安を抱き、結果として外部への告発につながる可能性が高

まる場合があります。 

 

５ 運用のポイント、実効性向上の施策 

⑴ 不利益取扱いの禁止と立証責任転換への備え 

改正法では、公益通報を理由として解雇や懲戒を行った場合、制裁としての刑事罰が新設さ

れました（意思決定に関与した個人には６か月以下の拘禁刑または３０万円以下の罰金、事業

者には３０００万円以下の罰金）。 

また、通報者と事業者との間の民事紛争においても、通報後 1 年以内の解雇・懲戒は「公益

通報を理由としてなされたものと推定」される規定（立証責任の転換）が新設されました。これに

より、解雇や懲戒の効力が争われた場合、事業者は「その処分が通報とは無関係な正当な理

由によるものであること」を客観的な証拠によって自ら証明しなければなりません。事業者は、日

頃から人事評価や指導記録の客観的な証拠を適切に作成し、保存できる体制を整える必要が

あります。 

 

⑵ 制度の定期的な点検・評価 

内部通報制度は、一度導入して終わりではありません。制度の利用状況の確認、定期的な

従業員アンケートの実施による信頼度の確認、外部専門家による点検などによって、継続的な

改善（PDCA サイクルの実践）を図ることが期待されます。 

 

⑶ 新規上場審査と内部通報制度の状況 

近年、新規上場直後に会計不正等が発覚する事案（オルツ事件等）が発生したこと等を踏ま



 
 

え、日本取引所グループ（JPX）は、上場審査の改善策として、内部通報制度の実効性審査等

を行う方針を示しています。新規上場申請会社に対し、単なる規程の有無にとどまらず、経営陣

から独立した通報窓口の設置状況、情報提供者の秘匿や不利益取扱禁止等の社内ルールの

整備等を確認するとしており、新規上場を目指す企業にとっては、制度の実質的な運用が必須

となります。 

 

６ ハラスメントの通報・相談窓口との関係 

⑴ パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラについての措置義務 

パワーハラスメント（パワハラ）、セクシャルハラスメント（セクハラ）等について、労働施策総合

推進法（いわゆるパワハラ防止法）や男女雇用機会均等法などの法令に基づき、事業者は、企

業規模にかかわらず、一定の措置を講じる義務を負っており、その一環として、各種ハラスメント

に関する相談窓口を設置する必要があります。さらに、法改正により、2026 年 10 月以降、顧客

等からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメント（カスハラ）についての体制整備も企業の

義務となります。 

 

⑵ 通報・相談窓口の運用  

消費者庁の調査によると、調査対象となった企業の約６割が公益通報窓口とハラスメント相

談窓口を一本化して運用しています3。もっとも、ハラスメント事案は、被害者のプライバシー保護

やメンタルケア等、特有の慎重な配慮が求められます。窓口を一本化する場合であっても、事案

の内容に応じて人事部門や専門の職員と連携するなど、ハラスメントに対応した柔軟かつ適切

な運用体制を敷いておく必要があります。他方、窓口を分けている場合でも、領域が重なる事案

では双方の窓口が適切に連携する仕組みが重要です。 

 

７ まとめ 

内部通報制度は、一度規程を作成して終わりではなく、法改正や社会状況に合わせて仕組

みをアップデートし続ける必要があります。特に、改正法を踏まえると、人事評価や懲戒のあり

方を含めた総合的なリスク管理体制の見直しが重要です。当事務所では、内部通報規程の策

定・改定支援、外部窓口の受任、役職員向けコンプライアンス研修の実施など、実効性のある

制度構築に向けた総合的なサポートを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。 

 

 

※ 許可なく転載することはお控え下さい。 

※ このニュースレターは郵送から PDF ファイルでのメール配信に変更できます。PDF ファイルは、貴社内で転送・共有

いただいて差し支えありません。電話またはメール(newsletter@umedasogo-law.jp)でお気軽にお申し出ください。 

 
3 消費者庁「令和５年度民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/re

search/assets/research_240418_0002.pdf ）33 頁 



 
 

 

 

このたび当事務所に入所した弁護士の石原 稚也 （いしはら ちがや）でございます。 

私は、１９８６年４月に判事補に任官して神戸地裁に配属され、その後、東京地裁、福岡地裁、大阪地裁など１１か

所の裁判所で一般民事事件のほか、民事保全事件、交通・労災事件、労働事件、医療過誤事件、建築事件、行政

事件等を担当しました。２０２０年２月からほぼ４年間、大阪高裁の民事部で部総括として裁判長を務め、難易度の高

い事件を数多く担当しました。そして、２０２４年１月に神戸地裁所長を命じられ、２０２５年９月に定年退官いたしまし

た。在官中は、「謙虚であれ」を信条に、裁判官の職務に取り組んできましたが、今後は、これまでの経験を通じて得た

知識やノウハウを活かし、所長として携わった組織マネジメントの分野を含め、幅広く法的ニーズに対応してまいりたい

と存じます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

（弁護士 石原 稚也） 
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